






・医師の往診の手配，その他療養上のお世話をします。

vii)相談及び援助

，利用者及びそのご家族等からの相談には誠意を持って応じ，可能な限り型

います。

viii)サービス利用料

・要介護度に応じて算出します。

.1日当りの利用料＝下記単位×10円

要 支 援 2 7 8 8 単 位

要介護1792単位

要介護2830単位

要介護3855単位

要介護4872単位

要 介 護 5 8 9 0 単 位

初期加算30単位（ただし，入所開始30日間だけ）

若年性認知症利用者受入加算120単位

サービス提供体制強化加算I12単位

介護職員処遇改善加算11月につき所定単位×3．9/1000

・法定代理受領の場合は，利用者負担金は，1割相当額となります。

）介護保険給付対象外サービスとその費用

i)食事材料代

・食事材料代は，次のおとりです。

朝食200円

昼食280円

夕食300円

おやつ83円※1 日当り863円

ii)おむつ代

・実費としますが，お持ち込みも出来ます。

通）理髪・美容代

・実費とします。

iv)娯楽費

・実費とします。

v)居室の利用料

・1ケ月当り22，000円（月途中での入退所の場合は，日割り計算と

vi)光熱水費

可能な限り必要な援助を行

(2

1ケ月当り22.00OR(月途中での入退所の場･合は，日割り計算としますJ

1ケ月当り9,000円 (月途中での入退所の場合は，日割り計算とします｡I

Ⅷ）エアーマット使用料

．一日100円（実使用日数）

耐）医療用紳創膏代

・実費とします。

ix)日常生活上必要となる諸費用経費









名称

所在地

電話番号

F過X番号

受付時間

鹿児島県福祉サービス運営適正化委員会

鹿児島市鴨池新町1－7

099－286－2200

099-257-5707

9 : 00～17:00

（3）第三者委員【氏名］古川純子（42－1358）

松坂一郎（42－4325

木場正守（42－1020

認知症対応型共同生活介誰サービス及び介謹予防認知症対応型共同生活介護サービスのご契約に際し

本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

平成年月日

グループホームとうごう苑

説明者職名

氏名 印

私は，本書面に基づき事業者から重要事項の説明を受け，グループホームとうごう苑の利用契約締結

に同意しました。

平成年月日

利 用 者 住 所

氏名 印

利用者の代理人 住所

氏名 印

続柄
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